
 新旧対照表

   改正前 改正後

 ものづくり価値創出支援補助金交付要綱 

（通則） 

第１条　ものづくり価値創出支援補助金（以下「補助金」という。）の交付については、広島県補助金等交付規則（昭

和48年広島県規則第91号。以下「規則」という。）に規定するもののほか、この要綱に定めるところによる。 

 

 

（交付の目的） 

第２条　この補助金は、新型コロナウイルス感染症や原材料価格及びエネルギー価格高騰の影響による厳しい経営環

境においても将来にわたる研究開発投資を促進することにより、本県のものづくり企業の持続的な発展を図るため、

製造業者等を対象として、これまで自社等で取り組んできた先行開発の成果等を基に、具体的な市場（客先）ニー

ズを踏まえ、取り組むべき課題と技術構想が明確になっている応用開発・実用化開発（以下「応用・実用化開発」

という。）を支援することを目的とする。 

 

（定義） 

第３条　この要綱において、次の各号に掲げる用語の定義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 
（１）代表事業者　補助金の交付の対象となる事業（以下「補助事業」という。）において、応用・実用化開発及び

事業化の中核を担う者で、広島県内に事業所（本社、開発拠点等）を有する製造業者等をいう。 
 
 
（２）事業者　民間企業又は事業を営む個人をいう。 
（３）大学等研究機関　大学、短期大学及び高等専門学校又は国公立試験研究機関及び試験研究に関する業務を行う

独立行政法人をいう。 
　　　ただし、日本国外の大学、研究機関その他これに類する機関等（以下この号において「機関等」という。）に

おいては、その機関等が所在する国又は地域の制度において定められている機関等をいう。 
（４）事業管理機関　広島県内に事業所を有する一般・公益財団法人、一般・公益社団法人、商工会議所、商工会、

中小企業団体中央会、金融機関、ＮＰＯ法人等の産業支援機関であって、応用・実用化開発の進行管理等を行う

能力があると知事が認めるものをいう。 

（５）開発グループ　代表事業者と、事業者又は大学等研究機関が連携して本補助事業において応用・実用化開発及

び事業化を行うために構成される組織をいう。 

 
（補助事業） 
第４条　県は、第２条の目的を達成するため、補助事業を行う補助金の交付の対象となる代表事業者又は事業管理機

関（以下「補助事業者」という。）に対し、予算の範囲内で補助金を交付する。 

２　補助事業者（代表事業者）が行う補助事業は、次に掲げる要件をすべて満たすものとする。 

（１）代表事業者単独又は開発グループのいずれかの区分に該当していること。 

なお、開発グループを構成する場合、開発グループとして補助事業を行うものとする。 

（２）自社等の基礎研究・応用研究の成果を基にした、「ものづくり」又は「デジタル化」に関する応用・実用化開

発を行うこと。 

（３）県内経済・雇用への波及効果が見込め、補助事業終了後おおむね５年以内の事業化及び事業化後の企業の付加

価値額向上を目指したものであること。 

（４）県内の製造業者等においてものづくりの高度化又はデジタル化に資するものであること。 

新たな価値づくり研究開発支援補助金交付要綱 

（通則） 

第１条　新たな価値づくり研究開発支援補助金（以下「補助金」という。）の交付については、広島県補助金等交付

規則（昭和48年広島県規則第91号。以下「規則」という。）に規定するもののほか、この要綱に定めるところによ

る。 

 

（交付の目的） 

第２条　この補助金は、物価高騰の影響による厳しい経営環境においても将来にわたる研究開発投資を促進すること

により、県内企業の持続的な発展を図るため、製造業者等を対象として、これまで自社等で取り組んできた先行開

発の成果等を基に、具体的な市場（客先）ニーズを踏まえ、取り組むべき課題と技術構想が明確になっている応用

開発・実用化開発（以下「応用・実用化開発」という。）を支援することを目的とする。 

 

 

（定義）  

第３条　この要綱において、次の各号に掲げる用語の定義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 
（１）代表事業者　補助金の交付の対象となる事業（以下「補助事業」という。）において、応用・実用化開発及び

事業化の中核を担う者で、広島県内に事業所（本社、開発拠点等）を有する製造業者等をいう。  
（２）製造業者　総務省が所管する日本標準産業分類（第13回）「大分類Ｅ製造業」に属する事業を営む事業者をい

う。 
（３）事業者　民間企業又は事業を営む個人をいう。 
（４）大学等研究機関　大学、短期大学及び高等専門学校又は国公立試験研究機関及び試験研究に関する業務を行う

独立行政法人をいう。ただし、日本国外の大学、研究機関その他これに類する機関等（以下この号において「機

関等」という。）においては、その機関等が所在する国又は地域の制度において定められている機関等をいう。 
 

（５）事業管理機関　広島県内に事業所を有する一般・公益財団法人、一般・公益社団法人、商工会議所、商工会、

中小企業団体中央会、金融機関、特定非営利活動法人等の産業支援機関であって、応用・実用化開発の進行管理

等を行う能力があると知事が認めるものをいう。 

（６）開発グループ　代表事業者と、事業者又は大学等研究機関が連携して補助事業において応用・実用化開発及び

事業化を行うために構成される組織をいう。 

 

（補助事業） 

第４条　県は、第２条の目的を達成するため、補助事業を行う補助金の交付の対象となる代表事業者又は事業管理機

関（以下「補助事業者」という。）に対し、予算の範囲内で補助金を交付する。 

２　補助事業者（代表事業者）が行う補助事業は、次に掲げる要件を全て満たすものとする。 

（１）代表事業者単独又は開発グループのいずれかの区分に該当していること。なお、開発グループを構成する場合、

開発グループとして補助事業を行うものとする。 

（２）自社等の基礎研究・応用研究の成果を基にした、ものづくり又はデジタル化に関する応用・実用化開発を行う

こと。 

（３）県内経済・雇用への波及効果が見込め、補助事業終了後おおむね５年以内の事業化及び事業化後の企業の付加

価値額向上を目指したものであること。 

（４）県内の製造業者等においてものづくりの高度化又はデジタル化に資するものであること。 



 （５）この要綱に基づいて補助金の交付を受けた開発テーマと同一内容の応用・実用化開発でないこと。 
 

３　補助事業者（事業管理機関）が行う補助事業は、前項の補助事業の進行管理等を行うものとする。 

 

（補助事業者） 

第５条　前条第２項に掲げる補助事業を行うに当たっては、代表事業者は次に掲げる要件を全て満たさなければなら

ない。 

（１）広島県内に事業所を有し、資本金の額若しくは出資の額が100億円未満の企業又は事業を営む個人であること。 

 

（２）新型コロナウイルス感染症、原材料価格高騰又はエネルギー価格高騰の影響を受けていること。 

２　代表事業者が開発グループを構成し補助事業を実施する場合、次に掲げる要件をすべて満たさなければならない。 

（１）開発グループをあらかじめ構成すること。 

（２）開発グループは、代表事業者に、事業者又は大学等研究機関を加えた２者以上で構成されるものであること。 

（３）開発グループ構成事業者等の間で、補助事業（共同開発）の実施について、交付決定の日までに書面で合意を

得る見込みがあること。 

３　代表事業者は、補助事業の進行管理等を行う事業管理機関を指名することができる。 

 

第６条　　（略） 

 

 

（交付の申請） 

第７条　補助事業者は、補助金の交付を受けようとするときは、別記様式第１号による補助金交付申請書を知事に提

出しなければならない。 

２　前項の提出は、第４条第２項に掲げる補助事業にあっては代表事業者が、同条第３項に掲げる補助事業にあって

は事業管理機関が行うものとする。 
３　補助金の交付の申請に当たっては、当該補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除額（補助対象経費に

含まれる消費税及び地方消費税相当額のうち、消費税法（昭和 63 年法律第 108 号）の規定により仕入に係る消費税

額として控除できる部分の金額及び当該金額に地方税法（昭和 25年法律 226 号）の規定による地方消費税の税率を

乗じて得た金額の合計額に補助対象経費に占める補助金の割合を乗じて得た金額をいう。以下「消費税等仕入控除

税額」という。）に相当する金額を減額して交付の申請をしなければならない。ただし、補助金の交付申請時におい

て当該消費税等仕入控除税額が明らかでないものについては、この限りでない。 

 

 

第８条　　（略） 

 

（交付の条件） 

第９条　規則第５条第１項の規定により付する条件は、次のとおりとする。 

（１）補助対象経費の配分の変更（別表２に掲げる軽微な変更を除く。）をする場合は、知事の承認を受けること。 

 

（２）補助事業の内容の変更（別表２に掲げる軽微な変更を除く。）をする場合においては、知事の承認を受けるこ

と。 

（３）補助事業を中止し、又は廃止する場合においては、知事の承認を受けること。 

（４）補助事業が予定の期間内に完了しない場合、又は補助事業の遂行が困難となった場合においては、速やかに知

事に報告してその指示を受けること。 

２　補助事業者は、前項各号の承認等を受けようとする場合には、同項第１号及び第２号については別記様式第２号

（５）これまでにこの要綱に基づいて補助金の交付を受けた開発テーマと同一内容の応用・実用化開発でないこと。 
 

３　補助事業者（事業管理機関）が行う補助事業は、前項の補助事業の進行管理等を行うものとする。 

 

（補助事業者） 

第５条　前条第２項の補助事業を行うに当たっては、代表事業者は次に掲げる要件を全て満たさなければならない。 

（１）広島県内に事業所を有し、資本金の額若しくは出資の総額が10億円以下の会社又は常時使用する従業員の数が

2,000人以下の会社及び個人であること。 

（２）物価高騰の影響を受けていること。 

２　代表事業者が開発グループを構成し補助事業を実施する場合、次に掲げる要件を全て満たさなければならない。 

（１）開発グループをあらかじめ構成すること。 

（２）開発グループは、代表事業者に、事業者又は大学等研究機関を加えた２者以上で構成されるものであること。 

（３）開発グループ構成事業者等の間で、補助事業（共同開発）の実施について、第８条による交付決定の日までに

書面で合意を得る見込みがあること。 

３　代表事業者は、補助事業の進行管理等を行う事業管理機関を指名することができる。 

 

第６条　　（略） 

 

（交付の申請） 

第７条　補助事業者は、補助金の交付を受けようとするときは、別記様式第１号による補助金交付申請書を知事に提

出しなければならない。 

２　前項の提出は、第４条第２項の補助事業にあっては代表事業者が、同条第３項の補助事業にあっては事業管理機

関が行うものとする。 
３　補助金の交付の申請に当たっては、当該補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額（補助対象経費

に含まれる消費税及び地方消費税相当額のうち、消費税法（昭和 63 年法律第 108 号）の規定により仕入に係る消費

税額として控除できる部分の金額及び当該金額に地方税法（昭和 25 年法律 226 号）の規定による地方消費税の税率

を乗じて得た金額の合計額に補助対象経費に占める補助金の割合を乗じて得た金額をいう。以下「消費税等仕入控

除税額」という。）に相当する金額を減額して交付の申請をしなければならない。ただし、補助金の交付申請時にお

いて当該消費税等仕入控除税額が明らかでないものについては、この限りでない。 

 

第８条　　（略） 
 

（交付の条件） 

第９条　規則第５条第１項の規定により付する条件は、次のとおりとする。 

（１）補助対象経費の配分の変更（別表２に掲げる軽微な変更を除く。）をする場合においては、知事の承認を受け

ること。 

（２）補助事業の内容の変更（別表２に掲げる軽微な変更を除く。）をする場合においては、知事の承認を受けるこ

と。 

（３）補助事業を中止し、又は廃止する場合においては、知事の承認を受けること。 

（４）補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合においては、速やかに知事

に報告してその指示を受けること。 

２　補助事業者は、前項各号の承認等を受けようとする場合には、同項第１号及び第２号については別記様式第２号

による申請書を、同項第３号については別記様式第３号による申請書を、同項第４号については別記様式第４号に



 による申請書を、また、同項第３号については別記様式第３号による申請書を、さらに、同項第４号については別記

様式第４号による報告書をそれぞれ知事に提出しなければならない。 

３　知事は、第１項の承認をする場合において、必要に応じて交付の決定の内容を変更し、又は条件を付すことがで

きる。 

 

（申請の取下げ） 

第10条　補助事業者は、補助金の交付決定の通知を受けた場合において、交付の決定の内容又はこれに付された条件

に対して不服があり、補助金の交付の申請を取下げようとするときは、当該通知を受領した日から起算して20日以

内にその旨を記載した書面を知事に提出しなければならない。 

 

（状況報告） 

第11条　補助事業者は、交付決定の日の属する県の会計年度の９月30日までの補助事業の遂行状況について、10月10

日までに別記様式第５号による補助事業遂行状況報告書を知事に提出しなければならない。ただし、９月30日まで

に補助事業を完了又は廃止した場合は、この限りではない。 

２　知事は、前項のほか、補助事業者に対し、必要に応じて補助事業の遂行状況について報告を求めることができる。 

 

第12条　　（略） 

 

（補助金の額の確定） 

第13条　知事は、前条第１項の規定による報告を受けた場合には、報告書等の書類の審査及び必要に応じて現地調査

を行い、その報告に係る補助事業の実施結果が補助金の交付の決定の内容（第９条第１項に基づく承認をした場合は、

その承認した内容）及びこれに付した条件に適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、補助事業者

に通知する。 

 

第 14 条　　（略）　 

 

 

 

 

 

 

 

（交付決定の取消し等） 

第15条　知事は、第９条第１項第３号の補助事業の中止又は廃止の申請があった場合及び次に掲げる場合には、第８

条の交付の決定の全部若しくは一部を取消し又は変更することができる。 

（１）補助事業者が、この要綱又はこの要綱に基づく知事の処分若しくは指示に違反した場合。 

（２）補助事業者が、補助金を補助事業以外の用途に使用した場合。 

（３）補助事業者が、補助事業に関して不正、怠慢、その他不適当な行為をした場合。 

（４）交付の決定後生じた事情の変更等により、補助事業の全部又は一部を継続する必要がなくなった場合。 

（５）大学等研究機関と開発グループを構成する代表事業者等が、補助事業の実施期間内に、代表事業者又は事業者

と大学等研究機関若しくは当該機関の教員等との間に、有償の契約を締結し、その契約に基づき補助事業の一部

を行うことがわかる書類の提出をしない場合。 

２　知事は、前項の取消しをした場合において、既に当該取消しに係る部分に対する補助金が交付されているときは、

期限を付して当該補助金の全部又は一部の返還を命ずる。 

よる報告書をそれぞれ知事に提出しなければならない。 

３　知事は、第１項の承認をする場合において、必要に応じて交付の決定の内容を変更し、又は条件を付すことがで

きる。 

 

（申請の取下げ） 

第10条　補助事業者は、補助金の交付決定の通知を受けた場合において、交付の決定の内容又はこれに付された条件

に対して不服があり、補助金の交付の申請を取り下げようとするときは、当該通知を受領した日から起算して20日

以内にその旨を記載した書面を知事に提出しなければならない。 

 

（状況報告） 

第11条　補助事業者は、交付決定の日の属する県の会計年度の９月30日までの補助事業の遂行状況について、10月10

日までに別記様式第５号による補助事業遂行状況報告書を知事に提出しなければならない。ただし、９月30日まで

に補助事業を完了し、又は廃止した場合は、この限りではない。 

２　知事は、前項のほか、補助事業者に対し、必要に応じて補助事業の遂行状況について報告を求めることができる。 

 

第12条　　（略） 

 

（補助金の額の確定） 

第13条　知事は、前条の規定による報告を受けた場合には、報告書等の書類の審査及び必要に応じて現地調査を行い、

その報告に係る補助事業の実施結果が補助金の交付の決定の内容（第９条第１項に基づく承認をした場合は、その

承認した内容）及びこれに付した条件に適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、補助事業者に

通知する。 

 

第 14 条　　（略） 

 

（消費税等仕入控除税額の確定に伴う補助金の返還） 

第15条　補助事業者は、補助事業完了後に、消費税及び地方消費税の申告により補助金に係る消費税等仕入控除税額

が確定した場合には、別記様式第９号により速やか知事に報告しなければならない。 

２　知事は、前項の報告により、補助金の返還が必要になった場合には、当該仕入控除税額に当該補助事業に係る補

助率を乗じて得た額の全額又は一部の返還を命じる。 

 

（交付決定の取消し等） 

第16条　知事は、第９条第１項第３号の補助事業の中止又は廃止の申請があった場合及び次に掲げる場合には、第８

条の交付の決定の全部若しくは一部を取消し又は変更することができる。 

（１）補助事業者が、この要綱又はこの要綱に基づく知事の処分若しくは指示に違反した場合 

（２）補助事業者が、補助金を補助事業以外の用途に使用した場合 

（３）補助事業者が、補助事業に関して不正、怠慢、その他不適当な行為をした場合 

（４）第８条の交付の決定後生じた事情の変更等により、補助事業の全部又は一部を継続する必要がなくなった場合 

（５）大学等研究機関と開発グループを構成する代表事業者等が、補助事業の実施期間内に、代表事業者又は事業者

と大学等研究機関若しくは当該機関の教員等との間に、有償の契約を締結し、その契約に基づき補助事業の一部

を行うこととなった場合において、そのことがわかる書類の提出をしない場合 

２　知事は、前項の取消しをした場合において、既に当該取消しに係る部分に対する補助金が交付されているときは、

期限を付して当該補助金の全部又は一部の返還を命ずる。 

３　知事は、前項の返還を命ずる場合には、第１項第４号に掲げる場合を除き、その命令に係る補助金の受領の日か



 ３　知事は、前項の返還を命ずる場合には、第１項第４号に規定する場合を除き、その命令に係る補助金の受領の日

から納付の日までの期間に応じて、年利10.95パーセント（算定対象の期間において適用される規則第19条第１項及

び第２項の規定による加算金及び延滞金の率（以下「規則の率」という。）がこの率と異なる場合は、規則の率）

の割合で計算した加算金の納付を併せて命ずるものとする。 

 

（補助事業の経理等） 

第16条　補助事業者は、補助事業の経理については、帳簿及びすべての証拠書類を備え、他の経理と明確に区分して

経理し、常にその収支の状況を明らかにしておかなければならない。 

２　補助事業者は、前項の帳簿及び証拠書類を補助事業の完了（廃止の承認を受けた場合を含む。）の日の属する県

の会計年度の終了後10年間、知事の要求があったときは、いつでも閲覧に供せるよう保存しておかなければならな

い。 

 

（財産の管理等） 

第17条　代表事業者は、補助対象経費（補助事業の一部を第三者に実施させた場合における対応経費を含む。）によ

り取得し、又は効用の増した財産（以下「取得財産等」という。）については、補助事業の完了後においても、善

良な管理者の注意をもって管理し、補助金の交付の目的に従って、その効率的運用を図らなければならない。 

２　代表事業者は、取得財産等について、別記様式第９号による取得財産等管理台帳を備え管理するとともに、第12

条に規定する報告書に取得財産等管理台帳の写しを添付しなければならない。 

 

（財産の処分の制限） 

第18条　取得財産等のうち、規則第22条第２号及び第３号に規定に基づき知事が定める処分を制限する財産は、取得

価格又は効用の増加価格が単価50万円以上（税抜）の機械、器具、備品及びその他の財産とする。 

２　規則第22条第１項ただし書きの規定に基づき知事が定める期間は、減価償却資産の耐用年数等に関する省令（昭

和40年大蔵省令第15号）に定めるとおりとする。 

３　代表事業者は、前項に規定する期間中において、処分を制限された取得財産等を処分しようとするときは、あら

かじめ別記様式第10号による財産処分承認申請書を知事に提出し、その承認を受けなければならない。 

４　知事は、前項に係る承認をした場合において、代表事業者に当該承認に係る財産を処分したことによる収入があ

ったときは、その収入の全部又は一部を県に納付させることがある。ただし、補助対象事業の成果を活用して実施

する事業に使用するために取得財産等を転用する場合は、あらかじめ別記様式第11号による承認申請書を知事に提

出し、その承認を受けたときは、納付を免除する。 

５　知事は、前項ただし書きの規定による承認申請書の提出があった場合には、その内容を審査し、補助対象事業の

成果が活用されるものと認めたときには、承認の通知を送付するものとする。 

６　知事は、前項の通知に際して必要な条件を付することができる。 
 
（事業化の報告） 

第19条　代表事業者は、補助事業の完了した日の属する県の会計年度の終了後５年間、県の毎会計年度の終了後30日

以内に過去１年間の事業状況について、別記様式第12号による報告書を知事に提出しなければならない。 

２　知事は、前項のほか、代表事業者に対し、必要に応じて事業状況について報告を求めることができる。 

 

（産業財産権等に関する届出） 

第20条　代表事業者は、補助事業に基づく発明、考案等に関して、産業財産権等（特許権、実用新案権、意匠権、商

標権又は著作権等）を、補助事業を実施した県の会計年度又は補助事業が完了した日の属する県の会計年度の終了

後５年以内に出願若しくは取得した場合、又はそれらを譲渡し若しくは実施権を設定した場合には、当該県の会計

年度の終了後30日以内に別記様式第13号による届出書を知事に提出しなければならない。 

ら納付の日までの期間に応じて、年利10.95パーセント（算定対象の期間において適用される規則第19条第１項及び

第２項の規定による加算金及び延滞金の率（以下「規則の率」という。）がこの率と異なる場合は、規則の率）の

割合で計算した加算金の納付を併せて命ずるものとする。 

 

（補助事業の経理等） 

第17条　補助事業者は、補助事業の経理については、帳簿及び全ての証拠書類を備え、他の経理と明確に区分して経

理し、常にその収支の状況を明らかにしておかなければならない。 

２　補助事業者は、前項の帳簿及び証拠書類を補助事業の完了（廃止の承認を受けた場合を含む。）の日の属する県

の会計年度の終了後10年間、知事の要求があったときは、いつでも閲覧に供せるよう保存しておかなければならな

い。 

 

（財産の管理等） 

第18条　代表事業者は、補助対象経費（補助事業の一部を第三者に実施させた場合における対応経費を含む。）によ

り取得し、又は効用の増した財産（以下「取得財産等」という。）については、補助事業の完了後においても、善良

な管理者の注意をもって管理し、補助金の交付の目的に従って、その効率的運用を図らなければならない。 

２　代表事業者は、取得財産等について、別記様式第10号による取得財産等管理台帳を備え管理するとともに、第12

条に規定する報告書に取得財産等管理台帳の写しを添付しなければならない。 

 

（財産の処分の制限） 

第19条　取得財産等のうち、規則第22条第２号及び第３号に規定に基づき知事が定める処分を制限する財産は、取得

価格又は効用の増加価格が単価50万円以上（税抜）の機械、器具、備品及びその他の財産とする。 

２　規則第22条第１項ただし書の規定に基づき知事が定める期間は、減価償却資産の耐用年数等に関する省令（昭和

40年大蔵省令第15号）に定めるとおりとする。 

３　代表事業者は、前項に規定する期間中において、処分を制限された取得財産等を処分しようとするときは、あら

かじめ別記様式第11号による財産処分承認申請書を知事に提出し、その承認を受けなければならない。 

４　知事は、前項の承認をした場合において、代表事業者に当該承認に係る財産を処分したことによる収入があった

ときは、その収入の全部又は一部を県に納付させることがある。ただし、補助対象事業の成果を活用して実施する

事業に使用するために取得財産等を転用する場合は、あらかじめ別記様式第12号による承認申請書を知事に提出し、

その承認を受けたときは、納付を免除する。 

５　知事は、前項ただし書の規定による承認申請書の提出があった場合には、その内容を審査し、補助対象事業の成

果が活用されるものと認めたときには、代表事業者へ承認の通知を送付するものとする。 

６　知事は、前項の通知に際して必要な条件を付することができる。 
 
（事業化の報告） 

第20条　代表事業者は、補助事業の完了した日の属する県の会計年度の終了後５年間、県の毎会計年度の終了後30日

以内に過去１年間の事業状況について、別記様式第13号による報告書を知事に提出しなければならない。 

２　知事は、前項のほか、代表事業者に対し、必要に応じて事業状況について報告を求めることができる。 

 

（産業財産権等に関する届出） 

第21条　代表事業者は、補助事業に基づく発明、考案等に関して、産業財産権等（特許権、実用新案権、意匠権、商

標権又は著作権等）を、補助事業を実施した県の会計年度又は補助事業が完了した日の属する県の会計年度の終了

後５年以内に出願若しくは取得した場合、又はそれらを譲渡し、若しくは実施権を設定した場合には、当該県の会

計年度の終了後30日以内に別記様式第14号による届出書を知事に提出しなければならない。 

（成果の発表） 



 （成果の発表） 

第21条　知事は、必要があると認めるときは、代表事業者に成果を発表させることができる。 

２　代表事業者は、知事が補助事業の成果の普及を図るときは、これに協力しなければならない。 

 

（その他必要な事項） 

第22条　この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関するその他必要な事項は、知事が別に定める。 

 

附　　則 

この要綱は、令和２年６月30日から施行し、令和２年度分の補助金から適用する。 

　　附　　則 

この要綱は、令和２年広島県議会９月定例会における「県第67号　令和２年度広島県一般会計補正予算（第５号）」

が可決した日から施行し、施行日後に交付決定を行う令和２年度分の補助金から適用する。 

　　附　　則 

この要綱は、令和３年広島県議会２月定例会における「県第１号　令和３年度広島県一般会計予算（第１号）」が

可決した日から施行し、令和３年度分の補助金から適用する。 

　　附　　則 

この要綱は、令和３年８月１日から施行する。 

　　附　　則 

この要綱は、令和４年広島県議会２月定例会における「県第１号　令和４年度広島県一般会計予算」が可決した日

から施行し、令和４年度の補助金から適用する。 

　　附　　則 

この要綱は、令和４年広島県議会12月定例会における「県第92号　令和４年度広島県一般会計補正予算（第４号）」

が可決した日から施行し、施行日前に交付決定された補助金については、なお従前の例による。 

　　附　　則 

この要綱は、令和５年５月１日から施行する。 

 

　 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第22条　知事は、必要があると認めるときは、代表事業者に成果を発表させることができる。 

２　代表事業者は、知事が補助事業の成果の普及を図るときは、これに協力しなければならない。 

 

（その他必要な事項） 

第23条　この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関するその他必要な事項は、知事が別に定める。 

 

　　　附　　則 

この要綱は、令和２年６月30日から施行し、令和２年度分の補助金から適用する。 

　　附　　則 

この要綱は、令和２年広島県議会９月定例会における「県第67号　令和２年度広島県一般会計補正予算（第５号）」

が可決した日から施行し、施行日後に交付決定を行う令和２年度分の補助金から適用する。 

　　附　　則 

この要綱は、令和３年広島県議会２月定例会における「県第１号　令和３年度広島県一般会計予算（第１号）」が

可決した日から施行し、令和３年度分の補助金から適用する。 

　　附　　則 

この要綱は、令和３年８月１日から施行する。 

　　附　　則 

この要綱は、令和４年広島県議会２月定例会における「県第１号　令和４年度広島県一般会計予算」が可決した日

から施行し、令和４年度の補助金から適用する。 

　　附　　則 

この要綱は、令和４年広島県議会12月定例会における「県第92号　令和４年度広島県一般会計補正予算（第４号）」

が可決した日から施行し、施行日前に交付決定された補助金については、なお従前の例による。 

　　附　　則 

この要綱は、令和５年５月１日から施行する。 

附　　則 

この要綱は、令和５年広島県議会12月定例会における「県第89号　令和５年度広島県一般会計補正予算（第３号）」

が可決した日から施行し、施行日前に交付決定された補助金については、なお従前の例による。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 別表１（第６条関係） 

重点型：デジタル化に関する応用・実用化開発又は輸送用機械器具製造業のカーボンニュートラルに係る新分野展

開・事業転換に向けた応用・実用化開発 

一般型：重点型以外 

 
 

別表２（第９条関係） 

 

 

別表１（第６条関係） 

重点型：デジタル化に関する応用・実用化開発又はカーボンニュートラルに係る新分野展開・事業転換に向けた応

用・実用化開発 

一般型：重点型以外 

 

別表２（第９条関係） 

 

 

 補 助 対 象 

経費の区分
補助対象経費の内容 補助率

補　　　　補助

限度額

 

試作・試験費

１　本開発に係る目的物を試作する場合の原材料、

部品等の購入に要する経費 

２　本開発に係る目的物の試作、原材料の加工、試

料の製造、試験・分析等の外注委託に要する経費 

３　本開発に必要な試験、分析等を行うための材料、

試薬品等の購入に要する経費

 

 

 

 

一般型 

１／２ 

以内 

 

重点型 

２／３以内

 

 

 

 

5,000万円

 

機械装置・ 

工具器具費

本開発に必要な、 

・機械装置の購入、据付に要する経費 

・機械装置の借用、リースに要する経費 

・既存の機械装置の改良に要する経費 

・工具器具の購入に要する経費

 研究連携費 

《開発ｸﾞﾙｰﾌﾟ 

のみ》

技術課題の解決のため、開発グループ内の大学等 
研究機関との連携に要する経費

 
技術指導費

専門的知識を有する者を専門家として依頼し、指

導・相談を受けた場合に要する経費

 

諸 経 費

特許取得費（日本の行政庁に納付される出願手数
料等（出願料、審査請求料、特許料等）を除く）、本
開発を行うために直接必要な従業員の旅費、資料購
入費、調査委託費、法定検査・検定料等に必要な経
費、その他知事が特に必要と認める経費

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

直 接 人 件 費

本開発に直接関与する者(補助事業者と雇用関係

が結ばれている者に限る)の直接作業時間に対する

人件費で別に定める算出に基づく経費

 
事 業 管 理 費

事業管理機関が行う、代表事業者単独又は開発グ

ループにおける研究開発の進行管理等に要する経費

10／10 

以内

代表事業者

の補助金額

10／100

 区　分 軽微な変更の内容

 

補助対象 

経費の配分

１　補助事業に要する経費の全体の20パーセント以内の減少となる変更をする場

合 

２　別表１に掲げる経費区分の相互間において、補助対象経費のいずれか低い額の

20パーセント以内の経費を流用する場合

 
補助事業の 

内容

第７条の規定により提出する補助金交付申請書に記載の内容について、補助事業の 

目的達成に支障を来たすおそれのない変更をする場合

 補 助 対 象 

経費の区分
補助対象経費の内容 補助率

補助  

限度額

 

試作・試験費

１　本開発に係る目的物を試作する場合の原材料、

部品等の購入に要する経費 

２　本開発に係る目的物の試作、原材料の加工、試

料の製造、試験・分析等の外注委託に要する経費 

３　本開発に必要な試験、分析等を行うための材料、

試薬品等の購入に要する経費

 

 

 

 

一般型 

１／２ 

以内 

 

重点型 

２／３以内

 

 

 

 

5,000万円

 

機 械 装 置 ・ 

工 具 器 具 費

　本開発に必要な、 

・機械装置の購入、据付に要する経費 

・機械装置の借用、リースに要する経費 

・既存の機械装置の改良に要する経費 

・工具器具の購入に要する経費

 研 究 連 携 費 

《開発ｸﾞﾙｰﾌﾟ 

のみ》

技術課題の解決のため、開発グループ内の大学等 
研究機関との連携に要する経費

 
技術指導費

専門的知識を有する者を専門家として依頼し、指

導・相談を受けた場合に要する経費

 

諸 経 費

特許取得費（日本の行政庁に納付される出願手数
料等（出願料、審査請求料、特許料等）を除く。）、
本開発を行うために直接必要な従業員の旅費、資料
購入費、調査委託費、法定検査・検定料等に必要な経
費、その他知事が特に必要と認める経費

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

直 接 人 件 費

本開発に直接関与する者(補助事業者と雇用関係

が結ばれている者に限る。)の直接作業時間に対する

人件費で別に定める算出に基づく経費

 

事 業 管 理 費
事業管理機関が行う、代表事業者単独又は開発グ

ループにおける研究開発の進行管理等に要する経費

10／10 

以内

代表事業者

の補助金の

10／100に相

当する額

 区　分 軽微な変更の内容

 
補助対象 

経費の配分

１　補助事業に要する経費の全体の20パーセント以内で増減する場合 

２　別表１に掲げる経費区分の相互間において、補助対象経費のいずれか低い額の

20パーセント以内の経費を流用する場合

 
補助事業の 

内容

第７条の規定により提出する補助金交付申請書に記載の内容について、補助事業の 

目的達成に支障を来たすおそれのない変更をする場合



 新旧対照表

   改正前 改正後

 様式第１号（第７条関係） 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　令和　年　　月　　日 

　広 島 県 知 事 様 

 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　申請者 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　所在地　（本社の所在地） 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　企業名　 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　代表者　（名称及び代表者の職名氏名）　 

 

令和　　年度ものづくり価値創出支援補助金交付申請書 

 

　ものづくり価値創出支援補助金交付要綱第７条の規定により，次のとおり補助金の交付を申請します。 

記 
　１　事業対象区分等（いずれかにチェック） 

　 

２　補助金交付申請額　　　　　　　　　　　円 

 

　３　補助事業の目的及び内容 

　　　別紙１「事業計画書」及び別紙２「事業収支計画書」のとおり 
 
　４　添付書類　※(1),(3)～(6)は申請者及び開発グループを構成する事業者について添付すること 

(１) 事業者の「企業の概要」（別紙３） 

(２) 申請者（代表事業者・事業管理機関）の事業執行計画（別紙４）※概算払を希望する場合のみ提出 

　（３）直接人件費対象者届出書等（ものづくり価値創出支援補助金における直接人件費の計算に係る実施細則第５に規定する資料） 

(４) 事業者・事業管理機関の決算報告書（直近２期分） 

(５) 事業者・事業管理機関の定款，寄付行為等 

(６) 事業者・事業管理機関の県税事務所が発行する「県税，特別法人事業税及び地方法人特別税について未納がない旨の納税証明書 」 

(７) 輸送用機械等の売上割合（直近２期分）※開発テーマが「輸送用機械器具製造業のカーボンニュートラルに

係る新分野展開・事業転換」に該当する場合のみ提出 

(８) 事業者間で締結する共同開発契約書等の写し※開発グループを構成する場合のみ 

 

 

（連絡担当者） 

 

様式第１号（第７条関係） 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　令和　年　　月　　日 

　広 島 県 知 事 様 

 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　申請者 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　所在地　（本社の所在地） 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　企業名　 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　代表者　（名称及び代表者の職名氏名）　 

 

令和　　年度新たな価値づくり研究開発支援補助金交付申請書 

 

　新たな価値づくり研究開発支援補助金交付要綱第７条の規定により、次のとおり補助金の交付を申請します。 

記 
　１　事業対象区分等（いずれかにチェック） 

　 

２　補助金交付申請額　　　　　　　　　　　円 

 

　３　補助事業の目的及び内容 

　　　別紙１「事業計画書」及び別紙２「事業収支計画書」のとおり 
 
　４　添付書類　※(1)、(3)～(6)は申請者及び開発グループを構成する事業者について添付すること 

(１) 事業者の「企業の概要」（別紙３） 

(２) 申請者（代表事業者・事業管理機関）の事業執行計画（別紙４）※概算払を希望する場合のみ提出 

　（３）直接人件費対象者届出書等（新たな価値づくり研究開発支援補助金における直接人件費の計算に係る実施細則第５に規定する資料） 

(４) 事業者・事業管理機関の決算報告書（直近２期分） 

(５) 事業者・事業管理機関の定款、寄付行為等 

(６) 事業者・事業管理機関の県税事務所が発行する「県税、特別法人事業税及び地方法人特別税について未納がない旨の納税証明書」  

(７) 事業者間で締結する共同開発契約書等の写し※開発グループを構成する場合のみ 

 

 

 

 

（連絡担当者） 

 区　分 開発テーマ ﾁｪｯｸ欄 補助率等

 
一般型 ものづくりの高度化 □ １/２以内

 
重点型

デジタル化 □

２/３以内  輸送用機械器具製造業のカーボンニュ

ートラルに係る新分野展開・事業転換
□

 
事業管理機関 ― □

進行管理を行う事業の補

助金額の10/100を上限

 
部署名 連

絡
先

住所・ 

電話

 

 
氏名 E-mail

 区　分 開発テーマ ﾁｪｯｸ欄 補助率等

 
一般型 ものづくりの高度化 □ １/２以内

 
重点型

デジタル化 □

２/３以内  カーボンニュートラルに係る新分野展

開・事業転換
□

 

事業管理機関 ― □

代表事業者の補助金の10

／100に相当する額を上

限

 
部署名 連

絡
先

住所・ 

電話

 

 
氏名 E-mail



 
別紙１ 

事　業　計　画　書 
 

１　新型コロナウイルス感染症，原材料価格高騰又はエネルギー価格高騰による影響 
（１）　新型コロナウイルス感染症による影響 

（２）　原材料価格高騰又はエネルギー価格高騰による影響 

 
２～５　（略） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

別紙１ 
事　業　計　画　書 

 
１　物価高騰による影響 
 

 
 
 
 
 
 
 
２～５　（略） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 新型コロナウイルス感染症による売上減少など，具体的な影響を記載

 原材料価格高騰又はエネルギー価格高騰による具体的な影響を記載

 



 ６　補助事業終了後の事業化計画 
（１）～（３）（略） 

（４）事業化後の企業の付加価値額及び従業員1人当たりの付加価値額の推移見込み 
単位：円 

 
 

 

 

直近の １年後 ２年後 ３年後 ４年後 ５年後
決算年度 [ 年 月] [ 年 月] [ 年 月] [ 年 月] [ 年 月]

（基準年度）

[ 年 月]

①  売上高

②  営業利益

③   人件費 0

④  減価償却費

⑤付加価値額(②+③+④) 0 0 0 0 0 0 0

⑥伸び率（％） #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

⑦従業員数（人）

⑧従業員一人あたりの付加価値額（⑤/
⑦）

#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

⑨従業員一人あたりの付加価値
額伸び率（％）

#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

●直近の決算年度人件費積算   （単位：円）

給料

法定福利費

福利厚生費

小計 0

役員給与
従業員給与
賞与
賞与引当金繰入

法定福利費
福利厚生費
退職金
退職給与引当金繰入

小計 0

0

事業化年度
 [ 年 月]

合計

労務費
（製造原価報告書）

販売費および
一般管理費

派遣労働者，短時間労働者の給与を外注費で処
理した場合のその費用

※基準年度には、申請時の直近の決算年度の
値を入れてください。
※実績値が判明次第、実績の数字に置き換え
て、付加価値額の伸び率の達成状況を確認し
ます。
※必要に応じて単位の変更（円→千円等）は
可能です。ただし，変更した場合は変更後の
単位が分かるように記載すること。
※直近の決算年度の「③人件費」は左記の表
によって計算すること。その際，必要に応じ
て項目を修正してください。

６　補助事業終了後の事業化計画 
（１）～（３）（略） 
（４）(削除） 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ７　県内への波及効果 
（１）県内産業への貢献 

上記のうち、①DX（デジタルトランスフォーメーション）への貢献　（加点項目） 
　　　　　　②CN（カーボンニュートラル）への貢献（加点項目） 

　 
（２）　県内経済への波及効果 

 
（３）　県内雇用への波及効果 

 
（注）「７　県内への波及効果」全体で、２ページ以内とすること。 
 

 

８　　（略） 

 

 

別紙２　　（略） 

 

別紙３　　（略） 

 

 

 

 

７　県内への波及効果 
（１）県内産業への貢献 

上記のうち、①DX（デジタルトランスフォーメーション）への貢献　（加点項目） 
　　　　　　②CN（カーボンニュートラル）への貢献（加点項目） 

　 
（２）　県内経済への波及効果 

 
（３）　県内雇用への波及効果 

 
（注）「７　県内への波及効果」全体で、２ページ以内とすること。 
 

 

８　（略） 

 

 

別紙２　（略） 

 

別紙３　（略） 

 

 

 

 

  
 
 

 

  
 

  
 

 
 

　　 
売上見込額　　　　　　　　　円　（１年目：令和　　年） 

　　　　　　　　　　　　　　　　円　（２年目：令和　　年） 
　　　　　　　　　　　　　　　　円　（３年目：令和　　年） 
　　　　　　　　　　　　　　　　円　（４年目：令和　　年） 
　　　　　　　　　　　　　　　　円　（５年目：令和　　年） 

  
 

 
 

　　新規雇用　　　　　　　　　　名　（令和　　年） 
　　雇用維持　　　　　　　　　　名　（令和　　年） 

  
 
 

 

  
 

  
 

 
 

　　事業化に伴う企業への影響額（売上増加額） 
　　　　　　　　　　　　　　円　（１年目：令和　　年） 

　　　　　　　　　　　　　　　　円　（２年目：令和　　年） 
　　　　　　　　　　　　　　　　円　（３年目：令和　　年） 
　　　　　　　　　　　　　　　　円　（４年目：令和　　年） 
　　　　　　　　　　　　　　　　円　（５年目：令和　　年） 

  
 

 
 

　　新規雇用　　　　　　　　　　名　（令和　　年） 
　　雇用維持　　　　　　　　　　名　（令和　　年） 



 別紙４　　 

 
※概算払を希望する場合のみ提出すること 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和  年度ものづくり価値創出支援事業執行計画 
（単位：千円） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

経 費 区 分
補 助 金 交 付

申 請 額
月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 備 考

試 作 ・ 試 験 費 0

機 械 装 置 ・ 工 具 器 具 費 0

研 究 連 携 費 0

技 術 指 導 費 0

直 接 人 件 費 0

諸 経 費 0

事 業 管 理 費 0

合 　 計 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

う ち 概 算 払 申 請 予 定 額

別紙４　 

令和　　年度新たな価値づくり研究開発支援補助金事業執行計画 
（単位：千円） 

 
※概算払を希望する場合のみ提出すること 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 様式第２号（第９条関係） 

 

令和　　年　　月　　日 

 

 

　広島県知事　様 

 

 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　申請者 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　所在地　 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　企業名　 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　代表者　　　　　　　　　　　　　　　　 

 

 

令和　　年度ものづくり価値創出支援補助金に係る 

計画変更承認申請書 

 

　令和　　年　　月　　日付け指令　　第　　号で交付決定を受けた補助事業の計画変更（等）について、ものづくり

価値創出支援補助金交付要綱第９条第２項の規定に基づき、下記のとおり申請します。 

 

記 

 

　１　変更の内容 

 

　２　変更を必要とする理由 

 

　３　変更が補助事業に及ぼす影響 

 

　４　変更後の補助事業に要する経費、補助対象経費及び補助金の配分額（新旧対比） 

 

　５　同上の算出基礎 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

様式第２号（第９条関係） 

 

令和　　年　　月　　日 

 

 

　広島県知事　様 

 

 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　申請者 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　所在地　 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　企業名　 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　代表者　　　　　　　　　　　　　　　　 

 

 

令和　　年度新たな価値づくり研究開発支援補助金に係る 

計画変更承認申請書 

 

　令和　　年　　月　　日付け指令　　第　　号で交付決定を受けた補助事業の計画変更（等）について、新たな価

値づくり研究開発支援補助金交付要綱第９条第２項の規定に基づき、下記のとおり申請します。 

 

記 

 

　１　変更の内容 

 

　２　変更を必要とする理由 

 

　３　変更が補助事業に及ぼす影響 

 

　４　変更後の補助事業に要する経費、補助対象経費及び補助金の配分額（新旧対比） 

 

　５　同上の算出基礎 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 様式第３号（第９条関係） 

 

令和　　年　　月　　日 

 

 

　広島県知事　様 

 

 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　申請者 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　所在地　 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　企業名　 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　代表者　　　　　　　　　　　　　　　　 

 

 

令和　　年度ものづくり価値創出支援補助金に係る 

計画中止（廃止）承認申請書 

 

　令和　　年　　月　　日付け指令　　第　　号で交付決定を受けた補助事業の計画中止（廃止）について、ものづく

り価値創出支援補助金交付要綱第９条第２項の規定に基づき、下記のとおり申請します。 

 

記 

 

　１　中止（廃止）の内容 
 

 

　２　中止（廃止）する理由 

 

 

　３　補助事業中止の期間（補助事業廃止の時期） 

 

 

 

 

（注）中止又は廃止の年月日及びその時点における事業内容及び収支実績を記載することとし、様式第６号別紙１及

び別紙２に準じて作成するものとする。 
 

 

 

 

 

 

 

 

様式第３号（第９条関係） 

 

令和　　年　　月　　日 

 

 

　広島県知事　様 

 

 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　申請者 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　所在地　 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　企業名　 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　代表者　　　　　　　　　　　　　　　　 

 

 

令和　　年度新たな価値づくり研究開発支援補助金に係る 

計画中止（廃止）承認申請書 

 

　令和　　年　　月　　日付け指令　　第　　号で交付決定を受けた補助事業の計画中止（廃止）について、新たな

価値づくり研究開発支援補助金交付要綱第９条第２項の規定に基づき、下記のとおり申請します。 

 

記 

 

　１　中止（廃止）の内容 
 

 

　２　中止（廃止）する理由 

 

 

　３　補助事業中止の期間（補助事業廃止の時期） 

 

 

 

 

（注）中止又は廃止の年月日及びその時点における事業内容及び収支実績を記載することとし、様式第６号別紙１及

び別紙２に準じて作成するものとする。 
 

 

 

 

 

 

 

 



 様式第４号（第９条関係） 

 

令和　　年　　月　　日 

 

 

　広島県知事　様 

 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　報告者 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　所在地　 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　企業名　 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　代表者　　　　　　　　　　　　　　　　 

 

 

令和　　年度ものづくり価値創出支援補助金に係る 

補助事業遅延等報告書 

 

　令和　　年　　月　　日付け指令　　第　　号で交付決定を受けた補助事業の遅延等について、 

ものづくり価値創出支援補助金交付要綱第９条第２項の規定に基づき、下記のとおり報告します。 

 

記 

 

　１　補助事業の進捗状況 

 

　２　同上に要した経費 

 

　３　遅延等の原因及び内容 

 

　４　遅延等に対して採った措置 

 

　５　補助事業の遂行及び完了の予定 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

様式第４号（第９条関係） 

 

令和　　年　　月　　日 

 

 

　広島県知事　様 

 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　報告者 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　所在地　 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　企業名　 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　代表者　　　　　　　　　　　　　　　　 

 

 

令和　　年度新たな価値づくり研究開発支援補助金に係る 

補助事業遅延等報告書 

 

　令和　　年　　月　　日付け指令　　第　　号で交付決定を受けた補助事業の遅延等について、 

新たな価値づくり研究開発支援補助金交付要綱第９条第２項の規定に基づき、下記のとおり報告します。 

 

記 

 

　１　補助事業の進捗状況 

 

　２　同上に要した経費 

 

　３　遅延等の原因及び内容 

 

　４　遅延等に対して採った措置 

 

　５　補助事業の遂行及び完了の予定 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 様式第５号（第11条関係） 

 

令和　　年　　月　　日 

 

 

　広島県知事　様 

 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　報告者 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　所在地　 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　企業名　 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　代表者　　　　　　　　　　　　　　　　 

 

 

令和　　年度ものづくり価値創出支援補助金に係る 

補助事業の遂行状況報告書 

 

　令和　　年　　月　　日付け指令　　第　　号で交付決定を受けた補助事業の遂行状況について、 

ものづくり価値創出支援補助金交付要綱第11条第１項の規定に基づき、下記のとおり報告します。 

記 

 
　１　補助事業の遂行状況（令和　　年９月30日現在） 
 
　２　補助対象経費の区分別支出状況（令和　　年９月30日現在） 

 
（注）○遂行状況は、申請書の補助事業実施計画書の内容と対応させて、研究開発のために使用した設備、材料及び研

究開発の経過並びに内容について、図面、図表又は写真等も含め記載すること。 
　　　〇直接人件費が補助対象経費に含まれる場合は、「ものづくり価値創出支援補助金における直接人件費の計算

に係る実施細則」に定める「直接人件費積算書」及び「直接人件費積算明細書」を添付すること。 

 

 

 

 

 

様式第５号（第11条関係） 

 

令和　　年　　月　　日 

 

 

　広島県知事　様 

 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　報告者 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　所在地　 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　企業名　 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　代表者　　　　　　　　　　　　　　　　 

 

 

令和　　年度新たな価値づくり研究開発支援補助金に係る 

補助事業の遂行状況報告書 

 

令和　　年　　月　　日付け指令　　第　　号で交付決定を受けた補助事業の遂行状況について、 

新たな価値づくり研究開発支援補助金交付要綱第11条第１項の規定に基づき、下記のとおり報告します。 

記 

 
　１　補助事業の遂行状況（令和　　年９月30日現在） 
 
　２　補助対象経費の区分別支出状況（令和　　年９月30日現在） 

 
（注）○遂行状況は、申請書の補助事業実施計画書の内容と対応させて、研究開発のために使用した設備、材料及び

研究開発の経過並びに内容について、図面、図表又は写真等も含め記載すること。 
　　　〇直接人件費が補助対象経費に含まれる場合は、「新たな価値づくり研究開発支援補助金における直接人件費

の計算に係る実施細則」に定める「直接人件費積算書」及び「直接人件費積算明細書」を添付すること。 

 

 

 

 

 

 区　　分
補助事業に 
要する経費

補助対象 
経 費

支 出 額 進捗率 摘　　要

 試 作 ・ 試 験 費 ％

 機械装置・工具器具費 ％

 研 究 連 携 費 ％

 技 術 指 導 費 ％

 直 接 人 件 費 ％

 諸 経 費 ％

 事 業 管 理 費 ％

 合　　計 ％

 区　　分
補助事業に 
要する経費

補助対象 
経 費

支 出 額 進捗率 摘　　要

 試 作 ・ 試 験 費 ％

 機械装置・工具器具費 ％

 研 究 連 携 費 ％

 技 術 指 導 費 ％

 直 接 人 件 費 ％

 諸 経 費 ％

 事 業 管 理 費 ％

 合　　計 ％



 様式第６号（第12条関係） 

 

令和　　年　　月　　日 

 

 

　広島県知事　様 

 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　報告者 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　所在地　 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　企業名　 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　代表者　　　　　　　　　　　　　　　　 

 

 

令和　　年度ものづくり価値創出支援補助金に係る 

補助事業実績報告書 

 

　令和　　年　　月　　日付け指令　　第　　号で交付決定を受けた補助事業が完了したので、ものづくり価値創出

支援補助金交付要綱（以下「要綱」という。）第12条の規定に基づき、下記のとおり報告します。 

 

記 

 

　１　補助金交付決定額及び精算額 

　　　補助金交付決定額　　　金　　　　　　円 

　　　補助金の精算額　　　　金　　　　　　円 

　 

２　事業実績報告書（別紙１） 

 

　３　事業収支決算書（別紙２） 

 

 

 

（注）取得財産等がある場合には、要綱第17条第２項の規定に基づき、様式第９号による取得財産等 

管理台帳の写しを添付すること。 

 

 

別紙１　　（略） 
 

別紙２　　（略） 

 
 
 
 
 
 
 

様式第６号（第12条関係） 

 

令和　　年　　月　　日 

 

 

　広島県知事　様 

 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　報告者 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　所在地　 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　企業名　 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　代表者　　　　　　　　　　　　　　　　 

 

 

令和　　年度新たな価値づくり研究開発支援補助金に係る 

補助事業実績報告書 

 

　令和　　年　　月　　日付け指令　　第　　号で交付決定を受けた補助事業が完了したので、新たな価値づくり研

究開発支援補助金交付要綱（以下「要綱」という。）第12条の規定に基づき、下記のとおり報告します。 

 

記 

 

　１　補助金交付決定額及び精算額 

　　　補助金交付決定額　　　金　　　　　　円 

　　　補助金の精算額　　　　金　　　　　　円 

　 

２　事業実績報告書（別紙１） 

 

　３　事業収支決算書（別紙２） 

 

 

 

（注）取得財産等がある場合には、要綱第18条第２項の規定に基づき、様式第10号による取得財産等 

管理台帳の写しを添付すること。 

 

 

別紙１　　　　　（略） 
 
別紙２　　　　　（略） 

 
 
 
 
 



 様式第７号（第14条関係） 

 

令和　　年　　月　　日 

 

 

　広島県知事　様 

 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　請求者 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　所在地　 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　企業名　 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　代表者　　　　　　　　　　　　　　　　 

 

 

令和　　年度ものづくり価値創出支援補助金精算払請求書 

　　　 

 

　令和　　年　　月　　日付け指令　　第　　号で補助金の額の確定通知を受けたので、ものづくり価値創出支援補

助金交付要綱第14条第２項の規定に基づき、下記のとおり精算払を請求します。 

 

 

１　請求金額　金　　　　　　　　　　円也 

 

内　訳（※概算払により補助金を受領した事業者のみ記載） 

 

２　振込先 

　　　金融機関名： 

　　　支 店 名： 

　　　預金の種別： 

　　　口 座 番 号： 

　　　預金の名義：　　　　　　　　　　　　　　（カナ：　　　　　　　　　　　　　　） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

様式第７号（第14条関係） 

 

令和　　年　　月　　日 

 

 

　広島県知事　様 

 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　請求者 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　所在地　 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　企業名　 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　代表者　　　　　　　　　　　　　　　　 

 

 

令和　　年度新たな価値づくり研究開発支援補助金精算払請求書 

　　　 

 

　令和　　年　　月　　日付け指令　　第　　号で補助金の額の確定通知を受けたので、新たな価値づくり研究開発

支援補助金交付要綱第14条第２項の規定に基づき、下記のとおり精算払を請求します。 

 

 

１　請求金額　金　　　　　　　　　　円也 

 

内　訳（※概算払により補助金を受領した事業者のみ記載） 

 

２　振込先 

　　　金融機関名： 

　　　支 店 名： 

　　　預金の種別： 

　　　口 座 番 号： 

　　　預金の名義：　　　　　　　　　　　　　　（カナ：　　　　　　　　　　　　　　） 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 
補助指令額 受領済額 今回請求額 差引残額 備　　考

 円 円 円 円

 
補助指令額 受領済額 今回請求額 差引残額 備　　考

 円 円 円 円



 様式第８号（第14条関係） 

 

令和　　年　　月　　日 

 

 

　広島県知事　様 

 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　請求者 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　所在地　 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　企業名　 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　代表者　　　　　　　　　　　　　　　　 

 

 

令和　　年度ものづくり価値創出支援補助金概算払請求書 

 

　令和　　年　　月　　日付け指令　　第　　号の補助金について、ものづくり価値創出支援補助金交付要綱第14条

第３項の規定に基づき、下記のとおり概算払を請求します。 

 

 

１　請求金額　金　　　　　　　　　　円也 

 

内　　訳 

 

２　振込先 

　　　金融機関名： 

　　　支 店 名： 

　　　預金の種別： 

　　　口 座 番 号： 

　　　預金の名義：　　　　　　　　　　　　　　（カナ：　　　　　　　　　　　　　　） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

様式第８号（第14条関係） 

 

令和　　年　　月　　日 

 

 

　広島県知事　様 

 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　請求者 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　所在地　 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　企業名　 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　代表者　　　　　　　　　　　　　　　　 

 

 

令和　　年度新たな価値づくり研究開発支援補助金概算払請求書 

 

　令和　　年　　月　　日付け指令　　第　　号の補助金について、新たな価値づくり研究開発支援補助金交付要綱

第14条第３項の規定に基づき、下記のとおり概算払を請求します。 

 

 

１　請求金額　金　　　　　　　　　　円也 

 

内　　訳 

 

２　振込先 

　　　金融機関名： 

　　　支 店 名： 

　　　預金の種別： 

　　　口 座 番 号： 

　　　預金の名義：　　　　　　　　　　　　　　（カナ：　　　　　　　　　　　　　　） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
補助指令額 請求額 差引残額 備　　考

 円 円 円

 
補助指令額 請求額 差引残額 備　　考

 円 円 円



 　　 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

様式第９号（第15条関係） 

 

令和　　年　　月　　日 

 

 

　広島県知事　様 

 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　報告者 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　所在地　 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　企業名　 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　代表者　　　　　　　　　　　　　　　　 

 

 

令和　　年度新たな価値づくり研究開発支援補助金 

消費税額及び地方消費税額の確定に伴う報告書 

 

　令和　　年　　月　　日付け指令第　　号で補助金額の確定通知のあったこの補助事業について、次のとおり消費

税等仕入控除税額が確定したので、新たな価値づくり研究開発支援補助金交付要綱（以下「要綱」という。）第15条第

１項の規定により、報告します。 

 
 

　１　補助金額（交付要綱第13条第１項による額の確定額）　　　　　　　　　　円 

 

２　補助金の確定時における消費税及び地方消費税に 

係る仕入控除税額　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　円① 

 

　３　消費税額及び地方消費税額の確定に伴う補助金に 

　　　係る消費税及び地方消費税に係る仕入れ控除税額　　　　　　　　　　　　円② 

 

　４　補助金返還相当額（②－①）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　円 

 

（注１）別紙として積算の内訳を添付すること。 

（注２）課税事業者であっても、単純に補助金の10パーセント相当額が消費税及び地方消費税に係る仕入れ控除額に

よる減額等の対象額ではない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 様式第９号（第 17 条関係） 

 

取得財産等管理台帳 

 

（注） 

１　対象となる取得財産等は、取得価格又は効用の増加価格がものづくり価値創出支援補助金交付要綱第１８条第１

項に定める処分制限額以上の財産とする。 

２　財産の区分は、（イ）事業用備品（機械装置等）、（ロ）書籍、資料、図面類、（ハ）無体財産権（産業財産権等）、

（ニ）その他の物件とする。 

３　数量は、同一規格であれば一括して記載して差し支えない。単価が異なる場合は分割して記載すること。 

４　取得年月日は、検収年月日を記載すること。 

 

 

 

 

 

様式第10号（第18条関係） 

 

取得財産等管理台帳 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（注） 

１　対象となる取得財産等は、取得価格又は効用の増加価格が新たな価値づくり研究開発支援補助金交付要綱第19条

第１項に定める処分制限額以上の財産とする。 

２　財産の区分は、（イ）事業用備品（機械装置等）、（ロ）書籍、資料、図面類、（ハ）無体財産権（産業財産権等）、

（ニ）その他の物件とする。 

３　数量は、同一規格であれば一括して記載して差し支えない。単価が異なる場合は分割して記載すること。 

４　取得年月日は、検収年月日を記載すること。 

 

 

 

 

 

 区分 財産名 規格 数量 単価 金額 取得年月日 耐用年数 保管場所 補助額 備考

 円 円

 区分 財産名 規格 数量 単価 金額 取得年月

日

耐用年数 保管場所 補助額 備考

 円 円



 様式第10号（第18条関係） 

 

令和　　年　　月　　日 

 

 

　広島県知事　様 

 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　申請者 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　所在地　 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　企業名　 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　代表者　　　　　　　　　　　　　　　　 

 

 

令和　　年度ものづくり価値創出支援補助金に係る 

財産処分承認申請書 

 

　令和　　年度ものづくり価値創出支援補助金に係る取得財産等を処分したいので、ものづくり価値創出支援補助金

交付要綱第18条第３項の規定に基づき、下記のとおり申請します。 

 

記 

 

　１　取得財産名及び取得年月日 

 

　２　取得価格及び時価 

 

　３　処分の理由 

 

　４　処分の方法及び時期 

 

　５　処分により得る収入の見込み額 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

様式第11号（第19条関係） 

 

令和　　年　　月　　日 

 

 

　広島県知事　様 

 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　申請者 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　所在地　 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　企業名　 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　代表者　　　　　　　　　　　　　　　　 

 

 

令和　　年度新たな価値づくり研究開発支援補助金に係る 

財産処分承認申請書 

 

　令和　　年度新たな価値づくり研究開発支援補助金に係る取得財産等を処分したいので、新たな価値づくり研究開

発支援補助金交付要綱第19条第３項の規定に基づき、下記のとおり申請します。 

 

記 

 

　１　取得財産名及び取得年月日 

 

　２　取得価格及び時価 

 

　３　処分の理由 

 

　４　処分の方法及び時期 

 

　５　処分により得る収入の見込み額 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 様式第11号（第18条関係） 

 

令和　　年　　月　　日 

 

 

　広島県知事　様 

 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　申請者 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　所在地　 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　企業名　 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　代表者　　　　　　　　　　　　　　　 

 

 

令和　　年度ものづくり価値創出支援補助金に係る補助事業等の成果を活用して 

実施する事業に使用するための財産処分承認申請書 

 

 

　令和　　年度ものづくり価値創出支援補助金に係る取得財産等を処分したいので、ものづくり価値創出支援補助金

交付要綱第18条第４項ただし書きの規定に基づき、下記のとおり申請します。 

 

記 

 

　１　取得財産名、取得年月日、取得価格及び時価 

　　　別紙「取得財産等処分承認申請内容説明書」のとおり 

 

　２　処分の理由 

　　　補助事業等の成果を活用して実施する事業に転用するため 

 

　３　処分の方法及び時期 

　　　転用 

 

 

 

別紙　　　　　（略）　　　　　　　　　　　　　　 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

様式第12号（第19条関係） 

 

令和　　年　　月　　日 

 

 

　広島県知事　様 

 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　申請者 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　所在地　 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　企業名　 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　代表者　　　　　　　　　　　　　　　 

 

 

令和　　年度新たな価値づくり研究開発支援補助金に係る補助事業等の成果を活用して 

実施する事業に使用するための財産処分承認申請書 

 

 

　令和　　年度新たな価値づくり研究開発支援補助金に係る取得財産等を処分したいので、新たな価値づくり研究開

発支援補助金交付要綱第19条第４項ただし書の規定に基づき、下記のとおり申請します。 

 

記 

 

　１　取得財産名、取得年月日、取得価格及び時価 

　　　別紙「取得財産等処分承認申請内容説明書」のとおり 

 

　２　処分の理由 

　　　補助事業等の成果を活用して実施する事業に転用するため 

 

　３　処分の方法及び時期 

　　　転用 

 

 

 

別紙　　　　　　（略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 様式第12号（第19条関係） 

令和　　年　　月　　日 

 

　広島県知事　様 

 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　報告者 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　所在地　 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　企業名　 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　代表者　　　　　　　　　　　　　　　　 

 

 

令和　　年度ものづくり価値創出支援補助金に係る 

令和　　年度における事業状況報告書 

 
 

　令和　　年　　月　　日付け指令　　第　　号で交付決定を受けた補助事業について、ものづくり価値創出支援補

助金交付要綱第19条の規定に基づき、令和　　年度の事業化状況を下記のとおり報告します。 

 

 

　１　補助事業の成果の事業化等の状況 

　　（１）　補助事業の実施結果の事業化     有　　　　無 

　　（２）　産業財産権（工業所有権）等の譲渡又は実施権の設定  有　　　　無 

　　（３）　その他の補助事業の実施結果の他への供与   有　　　　無 

 

　２　事業化の状況 

　　　別紙「実態把握調査表」のとおり 

 

　３　添付資料 

　　　直近の決算報告書（貸借対照表、損益計算書、個別注記表、製造原価報告書、販売費及び一般管理費明細） 

 

（連絡担当者） 

 

 

 

 

 

別紙　　　（略） 

 

 

 

様式第13号（第20条関係） 

令和　　年　　月　　日 

 

　広島県知事　様 

 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　報告者 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　所在地　 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　企業名　 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　代表者　　　　　　　　　　　　　　　　 

 

 

令和　　年度新たな価値づくり研究開発支援補助金に係る 

令和　　年度における事業状況報告書 

 
 

　令和　　年　　月　　日付け指令　　第　　号で交付決定を受けた補助事業について、新たな価値づくり研究開発

支援補助金交付要綱第20条の規定に基づき、令和　　年度の事業化状況を下記のとおり報告します。 

 

 

　１　補助事業の成果の事業化等の状況 

　　（１）　補助事業の実施結果の事業化     有　　　　無 

　　（２）　産業財産権（工業所有権）等の譲渡又は実施権の設定  有　　　　無 

　　（３）　その他の補助事業の実施結果の他への供与   有　　　　無 

 

　２　事業化の状況 

　　　別紙「実態把握調査表」のとおり 

 

　３　添付資料 

　　　直近の決算報告書（貸借対照表、損益計算書、個別注記表、製造原価報告書、販売費及び一般管理費明細） 

 

（連絡担当者） 

 

 

 

 

 

 

別紙　　　　（略） 

 

 

 

 

 
部署名 連

絡
先

住所・ 

電話

 

 
職氏名 E-mail

 
部署名 連

絡
先

住所・ 

電話

 

 
職氏名 E-mail



 様式第13号（第20条関係） 
 

令和　　年　　月　　日 

 

 

　広島県知事　様 

 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　届出者 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　所在地　 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　企業名　 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　代表者　　　　　　　　　　　　　　　　 

 

 

令和　　年度ものづくり価値創出支援補助金に係る 

産業財産権等の取得等届出書 

 

　令和　　年　　月　　日付け指令　　第　　号で交付決定を受けた補助事業の産業財産権等（特許権、実用新案権、

意匠権、商標権又は著作権等）の出願（取得、譲渡、実施権の設定）について、ものづくり価値創出支援補助金交付要

綱第20条の規定に基づき、下記のとおり報告します。 

 

記 

 
　１　技術開発・試作品開発のテーマ 
 
　２　種類（産業財産権等の種類及び出願・登録番号等） 
 
　３　出願又は取得年月日 
 
　４　内容 
 
　５　相手方及び条件（譲渡及び実施権設定の場合） 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

様式第14号（第21条関係） 
 

令和　　年　　月　　日 

 

 

　広島県知事　様 

 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　届出者 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　所在地　 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　企業名　 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　代表者　　　　　　　　　　　　　　　　 

 

 

令和　　年度新たな価値づくり研究開発支援補助金に係る 

産業財産権等の取得等届出書 

 

　令和　　年　　月　　日付け指令　　第　　号で交付決定を受けた補助事業の産業財産権等（特許権、実用新案権、

意匠権、商標権又は著作権等）の出願（取得、譲渡、実施権の設定）について、新たな価値づくり研究開発支援補助金

交付要綱第21条の規定に基づき、下記のとおり報告します。 

 

記 

 
　１　技術開発・試作品開発のテーマ 
 
　２　種類（産業財産権等の種類及び出願・登録番号等） 
 
　３　出願又は取得年月日 
 
　４　内容 
 
　５　相手方及び条件（譲渡及び実施権設定の場合） 
 
 

 

 
 

 

 

 

 


